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身体障害者福祉法の制定過程

一総則規定 を中心 に一その1

矢 嶋 里 絵

〔要 約 〕

わが国 における障害者福祉法の起点であ る 「身体障害者福祉法」の制定過程 を、

基礎的 な史料 に基づ いて検証す る。 と くに本稿で は、 日米の障害 者福 祉に対 す

る考え方 の違 い、法案作成をめ ぐる交渉経過、障害者 による法制 定要求 の展 開

等 に着 目 して、法成立 に至 る道筋 を明 らかに したい。

〔キ ー ワ ー ド〕
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(以上本号)

は じめ に

1949年 の 身体 障害 者 福 祉 法(昭 和24年 ユ2月26日 法律 第283号 、 以 下 「49年法 」

とい う)の 成 立 は、GHQの 反 対 に よ って遅 れ た とされ る。 そ して それ は、障害
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者施策が 旧傷疲 軍人等に対す る優遇措 置 とな り、非軍事化 ・民主化 とい う対 日

占領政策 に反す ると考え られて いたためであると説明されて きた。 ところが、障

害者福祉 につ いてのGHQ(と くにPHW)1)と 日本 それぞれの思惑 は如何 なるも

ので あったのか、両者 のかけひきが どう展開 し身体障害者福祉法成立へ と結実

して い ったのか、障害者 当事者 の運動 は法成立 の要因 とな り得 たのか、アメ リ

カの障害者 関連 法か らどのよ うな影響 を受 けたのか等 々にっ いて、詳細は未 だ

明 らか にされて いな い。

本法制定 か ら約50年 の歳月が過 ぎようとして いる今、早急に着手すべ きは、散

逸 した史料 と数 少な い関係者か らの証 言収集で あろ う。そ して現在 は、本法 の

問題 点を指摘 し将来 の方 向性を探 る議論が 当事者 によ ってな されて いる時で も

ある2》。 ここで、わが国の障害者福祉法 の起点 である身体障害者福祉法の形成過

程を検 証す るこ とは、 この議論 を進 め る上で不可欠の前提 といってよいであろ

う。

そ こで本稿で は、不十分なが ら、収集 し得 た基礎史料 に基づ いて、49年法 の総

則規定 の成立過程 に限定 して検討 を加え ることとす る3)。

なお、史料 の収集 にあた って は、 日本社会事業大学佐藤久夫氏、 日本社会事

業大学 図書館職員 の方 々、浴風会理事高橋喜三郎氏、長野大学寺脇 隆夫氏、そ

の他多 くの方 々に御世話 にな った。厚 く御礼 を申 し上 げたい。

149年 法 と 現 行 法 と の 比 較

現在の障害者福祉 法の起点を探 るという本稿の趣 旨に則 り、49年 法の総則規

定(第1条 ～第3条)と 現行法 のそれ とを、比較対照 してお こう(資 料[1]参

照)。
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資料[1]49年 法 と現行法 の総則規定比較

[49年 法]

第1条(法 の 目的)

「この法律は、身体障害者の更生を援助 し、

その更生のために必要な保護を行 い、 もっ

て身体障害者 の福祉を図 ることを目的 とす

る。」

第2条(更 生への努力)

「すべて身体障害者は、自ら進んでその障害

を克服 し、す みやかに社会経済活動 に参与

す ることがで きるように努めなければな ら

ない。」

第3条(差 別的取扱の禁止)

「国地方公共団体及び国民は、身体障害者に

対 して、その障害のゆえを もって不当な差

[現行法]

第1条(法 の 目的)

「この法律 は、身体障害者の自立 と社会経済

済活動への参加を促進す るたあ、身体障害

者を援助 し、及び必要 に応 じて保護 し、 も

って身体障害者の福祉の増進を図ることを

目的 とする。」

第2条(自 立への努力及 び機会の確保)

「すべて身体障害者は、自ら進んでその障害

を克服 し、その有す る能力を活用す ること

により、社会経済活動に参加す ることがで

きるように努めなければな らない。

2す べて身体障害者は、社会を構成す る一員

として社会、経済、文化その他あ らゆる分

野の活動 に参加す る機会を与え られ るもの

とす る。」

第3条(国 、地方公共団体及び国民の義務)

「国及び地方公共団体は、前条に規定す る理

念が具現 されるよ うに配慮 して、身体障害

者の自立 と社会経済活動への参加 を促進す

るための援助 と必要な保護(以 下r更 生援

護』という。)を総合的に実施す るように努

めなければな らない。

2国 民は、社会連帯の理念 に基づ き、身体障

害者がその障害を克服 し、社会経済活動 に

参加 しよ うとす る努力に対 し、協力す るよ

うに努めなければならない。」

(1)ど ち らも 「身体障害者の福祉(の 増進)を 図 ること」を究極 目的 とす る(第

1条)。 ただ、目的達成 のたあの手段 に関 して は、49年 法 は、身体障害者 の更生

の援助 と更生 のために必要 な保護を行 うことと し、現行法 は、身体障害者 の自

立 と社会経済 活動へ の参加 を促進す るための援助 と必要 な保護を行 うことと し

てい る(第1条)。 その文言 は一見異 な るが、49年 法第2条 が、障害 の克服 と社
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会 経済活動への参与 を 「更生」(見 出 し)と してい ることか ら、実質的な相違 は

少な いと解す ることがで きよう。 また、現行法第3条1項 が 「身体障害者の 自立

と社会経済活動への参加 を促進するための援助 と必要な保護」を 「更生援護」と

要約 して いるこ とも、その裏づ け となるであ ろう。

っ ま り、現行法 にい う 「自立 と社会経済活動への参加」が ほぼ49年 法の 「更

生」にあたることにな るが、身体 障害者福祉法 は、その出発点 にお いてなぜ 「更

生法」 たる性格 を付 与されたのか、が問われなければな らない。

(2)49年 法 と現行法 との違 いが顕著なのは以下の点であ る。

第一 は、現行法第2条2項 が、49年 法 にはない社会 ・経済 ・文化活動への参

加 の機会 の確保 を定 めて い る点であ る。

第二 は、現行法が第3条 で、国や地方公共団体 の更生援護実施 の努力義務 と国

民の協力義務を明記 してい る点で ある。 これに対 し、49年 法第3条 は差別禁止

を定め るにとどまる。 しか し、法案作成段階で は、国や地方 公共 団体が その責

任 に基 づ いて障害者 の社会復帰 を促進す る趣 旨の規定 を もっ案が構想 されて い

た(資 料[7][8]参 照)。 に もかかわ らず、なぜ最終案か らは姿 を消 したので

あろ うか。

(3)こ れ らに か んす る詳 細 は、 後 に述 べ る。

2制 定当時の障害者の状況

厚 生 省 に よ って全 国規 模 の身 体 障害者 実態調 査 が行 わ れ るの は、1951(昭 和26)

年 の こ とで あ る4)。 したが って、49年 法制 定 当時 の障 害者 の状況 を把握 す るのは

困 難 で あ る。 そ の意 味 で以 下 の数 字 も正 確 な もの とは 思 わ れ な いが 、立 法 の基

礎 資 料 と され た もの もあ るので 、 と りあ えず み て お こ う。

資料[2]は1948年1月2日PHWか ら民 政 局(GS=GovernmentSection)宛

部 内連 絡 票(CheckSheet)5)に 掲 載 され た もので あ る。 これ に よれ ば、当時 の

障害 者 は約49万 人 、 うち約32万 人 は退役 軍 人 で あ り全 体 の ほぼ6割 を 占め る。男

女 比 を み る と9対1と 圧 倒 的 に男 性 が 多 い。

っ ぎ に、法 案提 出 の参 考 資料 とされ た資料[3]6)に よれ ば 、障 害 者総 数 は約80
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万人で あ り、うち身体障害者福祉法 の対象者は7割 程度 の60万 人弱で ある。障害

種別で は 「四肢不 自由」 と 「強 い弱視」が多数を 占あ る。

資料[2]原 因別障害者数(単 位:人)

男 女 計

退役傷疲軍人

軍役以外の負傷者

災害による負傷者

戦争による負傷者

事故による負傷者

324,622

8,781

46,530

5,695

51,596

一

439

20,467

2,449

30,018

324,622

9,220

66,997

8,144

81,614

計 437,224 53,373 490,597

出 典)1948年1月2日CheckSheet,"ProgramforPhysicallyHandicapped"(社

会 福 祉 研 究 所,1978,p.92)

資料[3]障 害種別障害者数

(a) (a) (b) (b>

障害の種類 障害者の数 (c) 本法該当者数 (d) 備考

人 % 人 %

全盲 34,312 4.3 26,490 .. 昭和22年10月 の国勢

強い弱視 261,041 32.6 180,594 30.2 調査 による結果(4～

聾唖 83,501 10.4 58,405 9.6 40才)に 対 し年齢別人

強い難聴 ユ14,790 14.3 80,047 13.4 口数によって検算 した

盲聾唖 4,800 0.7 3,016 0.5 もの

強い難聴強い弱視 56,690 7.i 36,861 6.2

四肢不自由 214,399 26.8 196,593 32.8 昭和22年 協助会調査に

内之軍人属

(一般

125,779

i:.1

125,779

70,814

よる

結核 20,166 2.5 8,435 1.5 社会局調査による

頭部障害 10,279 1.s 8,411 1.4 同上

(c) (d)
計

799,978 100.0 598,852 100.0

出典)r身 体障害者福祉法案参考資料』(1949年11月)
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3法 制定 までの経緯

本 稿 で は、終戦 を迎 え た1945(昭 和20)年8月 か ら身体 障 害者 福 祉 法が 成立 す

る1949(昭 和24)年12月 まで を3つ の 時期 に分 けて 、法成 立 の経 緯 をみて い くこ

とにす る。

第1期 「混乱期」1945年8月 ～1947年7月 中旬

(1)1945年8月 に戦 争 が終 結 し、わが 国 はGHQに よ る 占領 期 を迎 え る こ とにな

る。GHQの 対 日占領 政策 の基 本 方針 は、 日本 の非軍 事 化 と民 主 化 で あ った。 こ

れ に よ って 、「職 時 中 は … 戦 意 昂 揚 の立 場 か ら実 に至 り尽 せ り」7)であ った傷 疲

軍 人 に対 す る処 遇 は一 転 す る。

まず、11月24日 のGHQの 「恩給 及 び年 金 に関 す る件 」(SCAPIN338)に よ って

軍 人 恩 給 停 止 が 指 令 され たの は 、 そ の代 表 的 な で き ご とで あ った。 これ を うけ

て 翌1946(昭 和21)年2月1日 に公 布 され た 「恩 給 法 ノ特 例 二関 スル件 」(勅 令

第68号)に よ り、 旧軍 人軍 属 へ の普通 恩給 ・扶 助 料 ・軽 症 者 に対す る増 加 恩 給 ・

傷病 賜 金等 の支 給 が 廃 止 され た。

さ らに、 国 の責 任 に お いて 医 療 か ら職 業 補 導 に至 る一.の 援 護 を行 って いた

軍 事保 護 院が廃 止 され たの も(11月 に保護 院 と医療局 に分割 され解 消 した後 、翌

年2月 に勅 令 第27号 に よ って保 護 院 廃 止)、GHQの 方 針 に よ る もので あ った。

(2)膨 大 な貧 困層 による社会不安 の発生 には、GHQも 日本政府 も共 に危機感 を

抱 いて いた。

そこでGHQは 、1945(昭 和20)年12月8日 「救済並福祉計画 ノ件」(SCAPIN404)

を出 し、最低生活保 障 ・差別 的取扱 いの禁止 ・現行救済制度の見直 しを指示 し

た。 これに対す る日本政府の回答(同 年12月31日 「救済福祉 に関す る件」)にGHQ

が条件っ き承認を与 えたのが1946(昭 和2D年2月27日 の 「公的扶助 に関する覚

書 」(SCAPIN775)で あ る。本覚書 に示 されたいわゆ る 「公的扶助 に関す る4原 則」

(e公 的責任の原則、公私分離の原則、無差別平等 の原則、必要充足の原則)は 、

以 降の社会福祉全体 に共通 す る基本原則 とな った。 と りわ け、身体障害者福祉
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法 の制定過程 に しば しば登場 し、議論の焦点 とな ったの は、「無差別平等の原則」

であ る。

上 の4原 則 にの っと り、1946(昭 和21)年9月 旧生活保護法(法 律 第17号)が

成立 した8)。本法は、国家責任 に基づ き無差別平等 に生活困窮者 を保護 しよ うと

す るもので ある。 したが って、傷疲軍人優遇措置 の温存 に腐心す る日本政府 に

対 して9)、GHQは 障害者 も 「無差別平等 に」貧困者 と して生活保護法で救済すれ

ば よいと して、 と りあわなか った とされ る10)。この当時のGHQは 、身体障害者

福祉法 のよ うな障害者福祉 の側面 に着 目 した法律を作 る必要性 を認 識 して いな

か った ようであ る。

(3)1946(昭 和21)年11月3日 、 日本国憲法が公布 され、大 日本帝国憲法 にはな

か った生存権が第25条 に規定 された。身体障害者福祉 法は、 この生存権 の理念

を身体障害者福祉の分野 にお いて実現す ることをあざ した もので あ る。

1第2期 「傷鷲 護㈱ 」1947年7月 梅1948年7肋

(1)厚 生省社会局 は1947(昭 和22)年7月 下旬、多数 の障害者 を放置す ること

は、第一 に本人の困窮状 況か らして、第二 に国家的な生産復興 の点か ら して悶

題であ ると して、傷疲者保護の ための総合的対策の樹立を決 め、案 を作成 した。

その後 、 これ を もとに医務局や職業安定局等の関係機 関 と会合 して保護対策要

綱案を ま とめ、8月1日 にGHQに 提 出す ることとな る。

これ は 「戦争、災害、 事故 、その他 の原因で傷疲 に罹 り現 に身体的/,t.陥を有

す る者約50万 人 と推定 され、其 の多 くは甚だ しく困窮 して居 るので、生活保護

法によ り保護 し得 る点 につ いては、之 によ って保護す るが、 それ と同時 に身体

的敏陥 に鷹 じた特殊 の対策 を講ず る必要があ る」 と して、以下 の障害種別 の貝

体的対策 を示 して いる。

・失明者 一国立収容施設設置 と地方盲学校で の職業教育

・四肢切断者 一職業補導、住居 と授産場を兼ねた収容施設の設置、

義肢修理所 の増設
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・内部疾患者、頭部損傷者 一授産 と医療を兼ね た集 団保護施設の設 置

・全 く就職不可能 な者 一特別 の終身収容施 設の設置

・傷演者 一医薬品 ・保温具等 の特別配給

これ以降、GHQと 綿密 な折衝 を重ねなが ら日本政府は、傷疲者保護 のための

総合計画(以 下、「傷疲者保護計画」 とい う)の 立案 をすす める ことにな った。

このよ うに、1947(昭 和22)年 の夏以降'1)、GHQは 「不具者 に対 して も方策を

講ず ることは良 い ことで ある」 と して、計画立案 にあた って留意 すべ き点(諜

障害 の原因 によ る差別禁止、文部 ・労働 ・厚生 ・大蔵等関係方面 の協力、積極

的かっ広範 な対策の実現、責任主体の明確化 と責 任転嫁 の禁止等)を 細か く日

本政府 に指 示す るよ うにな った12)。

(2)傷 疲者保護計画 は第4次 案(!0月18日 付)の 段 階で、ほぼGHQの 了解 を と

りっ けた といってよ い。 ただ、本計画の具体案策定にっ いて、GHQは 、さ らに

関係各省 ・教育者 ・心理学者 ・医師 ・雇用主 ・労働者 ・婦人 をメ ンバ ーとす る

委員会を作 り、そ こで審議す るよう提案 した(11月8日)。 これを うけた厚生省

は、11月18日 「傷疲者保護対策委員会要領」をGHQに 提出 して了解を得た後、翌

年3月 、中央 と地方 に委員会を発足 させ たのであ る13)。委員会は、社会事業家 ・

事業主代表 ・労働者代表 ・学識経験者 ・関係官庁 の官吏等 の委 員か ら構成 され、

中央委員会 は、傷疲者保護対策 の調査研究審議 と関係大 臣への建議、地方委員

会 は、地方 での具体策の研究審議 と実質的活動 にあた った。

ただ し本委員会 の任務 は、傷疲者保護計画の具体案の策定 とその実施 にあ り、

本委員会 が、直接、身体障害者福祉法 の立案 にあた ったわけでは ない し、 この

時点で は、その必要性を認識 して もいな い。 これは、1947(昭 和22)年8月23日

PHW福 祉課長N,B.ネ フが社会局長 を招致 して計画実施 に伴 う法令案を出す よ

うに要求 したが、 日本が 「本案施行 のため新 に法律 を制定す る必要 はない」'41と

回答 して いることか らわか る。

(3)た しか に、傷庚者保護計画策定 の議論が、身体障害者福祉法制定に直結す

るわ けで はな い。 しか し、 この時期 に、あ る意味では身体障害者福祉法成立の
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萌芽 と もいえ る動 きが あ った。

それはまず第一 に、「傷疲者保護更生対策要綱案」(厚 生省社会局)'5)の 中で、

失明者対策のひ とつ に盲人福祉 法制定をあげて いることで あ る。 そこには、「盲

人の福祉増進 を図 るため盲 人福祉法を制定 して、盲人の登録、杖 の特定、免税、

盲人用郵便物 の料金割引、就學費の補給 、付添人の旅客運賃割 引等 を行ふ」 と

あ る。

第二 に、委員会で の審議 に基づ いて 「傷疲者の保護並 びに更生 に関す る法律

案要綱」16)が作成 された と推測 され ることであ る(作 成時期が不明で あるため断

言す ることはで きない)。本要綱 は冒頭で 「この法律は傷疲者 がその原 因の いか

んを問 はず無差別平等 に國、地方公共団体及 び國民 か ら保護 を受 け且 っ傷疲者

自 ら速 やか にその傷疲を克服 して社会活動 に参加 し、社会 に寄與す ることが 出

来 る様 に、國、地方公共団体 、及 び國民が援助す る義務を規定す る ものであ る」

と立法趣 旨を説明 して い るのであ る。

この限 りにお いて は、身体障害者福祉制定への道が徐 々に開か れっっ あ った

とみ ることもで きよ う。

(4)傷 疲 者 保護 計 画 の具 体 的 な実施 まで に は、 まだ 時 問を 要 した。 そ の ため、緊

急対 策 と して 身体 障 害 者 収容 授 産 施設 が 、9都 道 府 県(東 京 ・神 奈 川 ・愛 知 ・京

都 ・大 阪 ・兵 庫 ・新 潟 ・北 海道 ・香 川)、12カ 所(総 定 員 約1,000名)設 置 され

る こ とに な った 。 この た め に1947年 度 予 算5千 万 円が あて られ た。

(5)1948(昭 和23)年 は、GHQの 対 日占領政策 に大 きな変化 がみ られた年で あ

る17)。障害者施策 につ いて も同様であ り、1948(昭 和23)年1月2日GHQ内 部文

書 にある 「PHWは 、現在 の保健福祉 プ ログラムに、 この種 のプ ログラム(障 害

者 に対す る職業訓練や教育)を 付加す ることは望 ま しい という結論 に達 した」ie)

との記述は、PHWが 障害者 プログラムの策定 に肯定的 とな った ことを示 して い

る。 なぜ このような対応の変化が起 きたのか につ いて同文書 は、①終戦か ら2年

半 とい う時 間が経過 した こと、② 医療 を終え たに もかかわ らず、戻 る家や勤 め

先 を見っけ ることが で きず に病 院 に滞留 して いる人が いること、③ この種 のプ
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ログラムの対象 となる傷疲軍人が攻撃 力を もはや持 っていない こと、④無差別

平等原則 の重要性を 日本政府が認識 したこ と、等 と説明 して いる。

ただ その一方で、元軍人 に対す るサー ビスの実施へ の懸念 も、依然根強 く、そ

れを示す例 と して次 の ものをあげ ることがで きるf9)。

まず、1948(昭 和23)年1月31日 に 「財団法人協助会」20)が解散を命ぜ られ、翌

日2月1日 に解散 し、財産を政府 に接収 された。協助会 は、大 日本傷庚軍人会2')

の財産を承継 し、構i成員 も4分 の1以 上が大 口本傷庚軍人会 のメンバーであ った

ことによ る。

つ ぎに、傷疲軍人 に とっての最後 の恩典で あった鉄道運賃の無 賃 ・割引の制

度(傷 疲軍人国有鉄道無賃乗車規程1938年 鉄道省告 示第302号 、旅客運賃規則告

示第26号)が 同年6月 に廃止 され、かれ らに対す る優遇措置 はこれによ り、一切

消滅す ることにな る。

さ らに、PHW記 録用覚書 では、「(障害者統計は)… 元軍人(Ex-servicemen)

のニーズを強調 しなが ら戦後 に損傷 を受 けた市民の数 を最少限 に してある。 こ

の ことは、GHQ/SCAPに とって危 険信号で ある。 というのは、 このプ ログラ

ムが 日本 の陸 ・海軍 の旧軍人 に優先的処遇を与え るという特殊 目的のため に支

持 され るか もしれないか らであ る」 として、 これへの対応策 として 「旧軍人 と

市民 の受給者 との問に明確 な割合を設定すべ きであ る」 と して いる22)。しか し、

この割合の設定 は、関係者 に差別観を持続 させ ることにな り、「無差別平等の原

則」 に もとることを理由 に厚生省が反対 を し、実現 には至 らなか った23・24)。

(6)1948(昭 和23)年4月18日 、衆議i院議員鈴木仙八(民 主 自由党)を 会長 とす

る 「全國身髄 障害者甦生同盟」が静岡県熱海で結成大会を開 いた。 「凡ユル身体

障害者 ガー致 シテ民主的 協力 ト自治 ノ下 二福利厚生 ノ途 ヲ講 ジ民主 日本 ノ建設

ト世界平和 ノ確立 二寄與スル事」(全 國身髄障害者甦生同盟規約第4条)を 目的

と し、 これに賛 同す る者 は性別 や障害原因の如何 を問わず会員 と した(同 規約

第6条)。 この団体は、国会 に対す る請願陳情 な どを中心 に、法制定要求運動を

展 開 した。なお、会長の鈴木は 自らも障害者であ り、後 に 「身体 障害者対策 に

関す る決議案」を第5国 会 に提 出 し、通過 させ た中心的人物であ る(こ れにっ い



身体障害者福祉法の制定過程 51

て は後述す る)。

全國身膿障害者甦生同盟も含めた団体 ・個人からの請願や陳情にっいては資

料[4]を 参 照 され た い。

資料[4]衆 参両議 院厚 生委員会 に付託 され た障害者 関連 の請願 ・陳情

(第1国 会 ～第5国 会)

<第1国 会>1947年

衆議院厚生委員会
・「傷疲者の保護に関する請願」第323号(協 助会)

・「傷疲者の保護に関する請願」第560号

参議院厚生委員会
・「傷疲者更生援護に関する請願」第199号

・「傷f者 保護に関する請願」第285号(協 助会)

〈第2国 会>1948年

衆議院厚生委員会
・「傷痩者の保護に関する請願」第4号

戦争の犠牲者である傷痩者は現在全国に170万 を算え、医療その他あらゆる保証を断たれ、その家

族 と共に困窮のどん底にある、ついては(一)國 立病院の医療費政府負担(二)七 項症以下の該当者

の再診査実施(三)恩 給年金の引上(四)元 将校、下士官、兵等の保証の差別撤廃(五)地 方援護の

全面的強化をなされたい。
・「傷痩軍人保護に関する請願」第901号

・「全国身体障害者に対する補償制度に関する請願」第1425号(全 國身髄障害者甦生同盟)

参議院厚生委員会
・「傷い者保護に関する請願」第664号

・「全国身体障害者の援護に関する請願」第985号(全 國身膿障害者甦生同盟)

<第3国 会>1948年

衆議院厚生委員会
・「盲人福祉法制定に関する請願」第304号(京 都府立盲学校)

・「盲人福祉法制定に関する請願」第539号(日 盲連)

・「盲人福祉法制定の陳情」第357号(京 都府立盲学校)

参議院厚生委員会
・「盲人福祉法制定に関する請願」第15号(京 都府立盲学校)

・「傷い者保護対策確立に関する請願」第123号

・「盲人福祉法制定に関する陳情」第27号(京 都府立盲学校)

<第5国 会>1949年

衆議院厚生委員会
・「身体障害者福祉法制定促進の請願」第1574号

・「身体障害者の保護に関する請願」第1725号

参議院厚生委員会
・「元軍人傷い者優遇に関する請願」第438号

・「傷い者福祉法制定に関する請願」第523号(全 國國立病院患者同盟)

戦争あるいは災害、病魔による多 くの身体不自由者の生活は困窮の極に達 し、自から生命を絶つ

者す ら出ている現状である。しか して、政府は傷い者福祉法(仮 称)を 準備中の由であるが、本法設

定は緊急を要するものであるか ら、是非本法案を第五國会に提出せ られ、また國家保障の一環とし

て國鉄無賃乗車証が、盲、ろう、あ者に対して交付されているが、内臓外科的傷い者及び結核者に対

しても傷いの程度によって交付せられるよう、特に考慮せられたい。

(筆者作成)
注)請 願 ・陳情 した団体名についてのみ記 した。
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第3期 「身体障害者福祉法制定準備期」1948年7月 中旬～1949年12月

(1)第2回 国会で 「失 明者を保護 し、 その更生 と福祉 を図 るため、厚生大 臣の

管理 に属 す る国立光明寮を設置す る」(第1条)国 立光明寮設 置法(昭 和23年7

月15日 法律第162号)が 成立 した。 これによって、公益法人で あ った失 明軍人援

護寮が国立 光明寮 と して国の施設 とな った。

本法成立 は、「身障対策 の突破 口zs)と 称 され る、わが国障害者施策 の一大転

機 ともい うべ き出来事 で ある。 というの は、当時 の厚生省社会局長葛西嘉 資の

誘 いで塩原光明寮 を見学 したPHW福 祉課長N,B,ネ フが、 この種 の事業 は国の

責任 の下 に行 うべ きで あると認識 を改 め、以降、障害者福祉 に関す る資料 をア

メ リカか ら持 ち帰 って厚生省関係者 に説明す る等意欲 的 とな り、障害者福祉関

係法制定へ 向か う勢 いが増 したのであ る26)。

(2)障 害者福祉 に対 す る一般国民の関心を高めたのは、1948(昭 和23)年8月29

日の、ヘ レン ・ケラー来 日27)であ る。約2カ 月 の滞在 期間に15都 市 を公式訪問

し、22回の講演 を行 ったが、 この講演で強調 したの は、盲人の職域 の拡大、早期

障害児教育 と障害防止施策の必要性等で あるza)。

ところで、 このヘ レン ・ケ ラー来 日は、毎 日新 聞社 の協力 を得 た岩橋武夫 の

尽力 によ るところが大 であ った。岩橋武夫 は、同年8月17日 に結成 され た 「日本

盲人会連合」(日 盲連)の 会長 とな った。結成大会決議に 「世界的標準 に立っ 盲

入社会立法 の制定を期す る」を うた った 日盲連は、交通運賃 の割 引 ・点字 図書

の出版 ・税 の減免 ・生業 資金貸付等 を保障す る 「盲人福祉法」 の制定を 目指 し

国会への請願 陳情を は じめ と した法制定運動を行 った(前 掲 資料[4]参 照)。 そ

の運動が実 って、盲入福祉法 は国会提出に こぎっ けるか に思 われ た29)。だが しか

し 「盲 人 とい う狭 い対象 に限 らず む しろ可能 な る限 り廣 く、聾 唖、肢体不 自由

の障害を有す る者迄をr_5て 立案され るべ きである」30)という厚生省の方針の下、

実現をみなか った。

(3)1948(昭 和23)年8月 、厚生省社会局 に、身体 障害者更生事業を専管す る更
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生 課 が お か れ た(8月11日 厚 生 省 訓 令 第351号)。 初 代 更 生 課 長 の 黒 木 利 克 は 、9

月 に 渡 米 し、 障 害 者 福 祉 法 関 連 の 資 料 の 蒐 集 に あ た っ た31)。7カ 月 余 り に及 ぶ 滞

米 中 に 学 ん だ 三 法 、 す な わ ち 、 ① 職 業 リハ ビ リテ ー シ ョ ン 法(Vocational

RehabilitationActAmendmentsof1943,July6,1943,ch190,ｧ1,57Stat

374)、 ② ワ ー グ ナ ー 一オ デ イ 法(Wagner-O'DayAct,June25,1938,ch697,

52Stat1196)、 ③ ラ ン ドル フ ー シ ェパ ー ド法(Randolph-SheppardVending

StandAct,June20,1936,ch638,49Stat1559)は 、 身 体 障 害 者 福 祉 法 立 案 の

際 に 参 考 と さ れ た32)。 ① は 身 体 障 害 者 の 職 業 復 帰 の 促 進 、② は 盲 人 製 作 品 の 政 府

購 買 、 ③ は 連 邦 所 有 建 物 内 の 売 店 設 置 に 関 す る盲 人 の 権 利 に っ い て 定 め た もの

で あ る 。 こ れ らの 詳 細 と 、 わ が 国 の 身 体 障 害 者 福 祉 法 に 与 え た影 響 に つ い て は

後 述 す る 。

(4)身 体障害者福祉法 は、当初、第5国 会(1949年2月11日 召集5月31日 閉会)

へ提出 され る予定であ った。 しか し 「現代更 生事業立法 にっ いて の客観的状勢

が未 だ熟 して いなか った」ため に33)、っ ま りは、施行 に要す る経費確保の見通 し

が立 たなか ったたあ に、提 出は見送 られ た34}。

しか しなが ら、同国会で は注 目され る三っ の動 きが ある。

第一 は、国立身体障害者更生指導所設置法(昭 和24年10月1日 法律第152号)が

成立 した ことであ る。本法 に基づ き、わが国初 の身体障害者 の リハ ビリテー シ

ョンセ ンターであ る国立身体 障害者更生指導所 が、同年10月1日 神奈川県高座郡

相模原町 に開設 された。 ここでは、医療 を終了 した者 を対象に、相談 ・指導 ・訓

練が実 施 され た。 この更 生指導所が必要 とされたのは次の事情 によ る。かつて

軍事保護 院(p.46参 照)が 存在 した時 には、医療 一更生訓練 一職業補導 とい う

一貫 したサ ー ビス体制が確保 されて いた。 ところが、保護院廃止 に伴 いこの体

制が くずれて しま った。 そのため、病院 での 「医療」を終え、職業補導所 での

「職業補導」を受 け るまでの間、「更生訓練」を受 ける機関が無 か ったので ある。

その機能 を担 う必要性か ら創設 されたのが更生指導所であ る。 こ こでの入所者

の状況 にっ いては、資料[5]を 参照 された い。

第二 は、鈴木仙八 らが各党共 同提案で 「身体障害者対策 に関す る決議案」(資
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料[6])を 提出 し5月13日 に採択 された ことで ある。 同決議 は、福祉法制定 まで

に早急 に実施 され るべ き施策 と して、① 中途失明者 に対す る保護 対策樹立、②

婦人 ・老人 ・幼年 の身体障害者 に対 す る特殊援護施設の整備 、③ 各種公共施設

の身体 障害者優先開放 、④胸部疾患者 に対す る栄養食餌の補 給 と特配 、⑤重度

身体障害者 の授 産設 備増設、 をあげて いる。

なお提案 にあた って鈴木 は、 当時の障害者 の生活が 日本国憲法25条 の 「健康

で文化的 な最イ邸 艮度 の生活 を営む権利」 といかにかけ離れ た状況 にあるかを述

べて い るが、 と くに、 この決議案が、ハ ンデ ィキ ャ ップが加重す る女 性障害者

や、障害者 の家族の視点か ら言及 して い る点は、注 目され よ う。

第三は、職業安 定法が改正(昭 和24年5月20日 法律第88号)さ れ、身体障害者

に対す る職業補導 の規定(26条 の2)が 整備 された ことである。 これによ って法

的裏づ けを与え られた労働省所管身体障害者職業補導所は、11都府県(大 阪 ・福

岡 ・宮城 ・東京 ・茨城 ・群馬 ・富 山 ・大分 ・栃木 ・熊本 ・千葉)13カ 所 にあ った

が、定 員は全体で745人 と少 な く、期間 は6カ 月 ない し1年 とい う短期補導 のた

め35>、「補導修了後 において も一人前 の技能者 と して迎 え られ るに も至 らず、極

めて不満足」 といわ れる状況 であ った36)。

資料[5]国 立身 体障害者更生指導所 の入所者 の状況

資料[5コ ー1入 所 ・修 了 ・中退 者数 資料[5〕-2入 所者 障害主 要疾患

(1950～1952年)(1950～1952年)

入所者

男

女

224人

42

計 266

中退者 計 40

修r者

男

女

177

36

計 2!3

在所者 計 13

切断 127人 47.7

脳性麻痺 25 9.4

脊髄性麻痺 37 13.9

骨関節疾患 43 16.2

先天性疾患 7 2.6

その他 27 10.2

計 266 100.0
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資料[5]-3傷 疲軍人一般別 資料[5]-4入 所者障害等級表

(1950～1952年)(1951～1952年)

傷疲軍人
一般

30人

236

11.3

..

計 266 100.0

1級 10人 6.3

2級 26 16.4

3級 53 33.3

4級 40 25.1

5級 20 12.6

6級 io 6.3

計 266 loo.a

資 料[5]-5修 了時 の状 況

(1950～1952年)

就職

自営

施設

帰宅

133人

11

9

60

62.4

5.2

4.2

28.2

計 213 ioo.a

出典)高 瀬(1959)pp.237-242

資料[6]身 体障害者対策 に関す る決議

新憲法の発布によって、すべて國民は、法の下に平等であり、且つ最低の生 きる権利

を與へ られた。

しかるに現実 は、法の運営 よろ しきを得ないため、今なお不平等且っ最低の生活す

ら営む ことので きない百数十万の身体障害者のあることを見のが してはならない。

よ って政府 は身体障害者に対す る認識を新たに し、完全なるその福祉法の制定を見

るまでに、次の諸施策を急速 に実施すべ きである。

一.中途失明者 に対す る保護対策を樹立すること

二.婦 人、老人、幼年の身体障害者に対する特殊援護施設を講ず ること

三.各 種公共施設を身体障害者に優先的 に開放す ること

四.胸 部疾患者 に対す る栄養食餌の補給及 び特配をすること

五.重 度の身体障害者に対する授産設備を増設す ること

右決議する。

出典)『 第5国 会衆議院会 議録』第28号(1949年5月14日)p.488
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(5)前 述 の(p.48)「 中央 傷 疲者 保 護 対 策 委 員会 」 の委 員 とそ の他学 識 経 験 者

の中 か ら約20名 の委 員 を選 出 し、 「身 体 障害 者 福 祉 法制 定推 進 委 員会 」が 、1948

(昭 和23)年10月 、厚 生 省 に結 成 され た。 同 委 員 会 は37)、同年12月17日 の第1回

会 合 以来 、翌 年4月 末 まで約20回 にわた る討議 を経 て、身体 障害者 福祉 法 案 の作

成 に あ た った とされ る38)。

こ こで 「傷疲 者 」 で は な く 「身 体 障 害 者 」 が本 委 員 会 の名 称 に用 い られ て い

る こ とは、 非常 に興 味深 い。 この 障害 を 表 す用 語 の変 化 は、 従 来 「傷 疲 者 」 イ

コール 「傷 疲軍 人 」 も し くは 「戦 争 犠 牲 者 」 と解 釈 され、 現 に そ の意 味で 用 い

られ て い るが(前 掲 資 料[4]第2国 会衆 議 院厚 生 委 員会 「傷 疲者 の保護 に関す る

請 願 」第4号 参 照)、 本 委 員 会 が め ざす法 律 で は、広 範 な障 害 者 一般 を対 象 とす

る意 図 が あ った ので あ ろ う39)。

と ころで 、PHWの 記 録 用覚 書90)に よ る と、身体 障害 者 福 祉 法案 の準 備 や議 論

は、NationalCouncilforRehabilitationofthePhysicallyHandicapPed

(以 下 、 「審 議 会 」 とい う)で 進 め られ た とされ る。 そ の役 割 や 構 成 メ ンバ ーか

らみ て 、 日本側 の 史 料 に登 場 す る 「身体 障害 者 福 祉 法 制 定 推 進委 員会 」 を指 し

て い る と考 え て よ い41)。

同 審 議会 で は 、分 科会 や委 員 個 人 が そ れ ぞれ 原 案 を 提 示 し、 それ に基 づ いて

法案 づ くりをす すめ て い った。1月21日 の審 議会 作業 部 会 には、盲 人分科 委員 会 ・

本 名文 任 氏(国 立 相 模 原病 院 長)・ 高木憲 次 氏(東 京 大学 医学 部)・ 国立 療 養 所

課 ・青 木 秀夫 氏(日 本 社会 事 業 協 会理 事長)に よ る各案 が 、提 起 されて いる(資

料[7])。
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資料[7]身 体障害者福祉 法分科委員会案 ・委員案(総 則部分 のみ)

OutlineofBillRegardingWelfareofthePhysicallyHandicapped

(DraftedofSub‐committeefortheblind)

盲 人 分 科 委 員 会 案 「身 体 障 害 者 福 祉 法 案 大 綱 」

Purpose

PurposeoftheLawisassisitancetoberenderedbytheState,the

localpublicbodiesandthepeoplethatanyphysicallyhandicapped

personmayreceiveprotectionbytheState,thelocalpublicbodies

andthepeople,equallyandwithoutdiscrimination,regardlessof

causesoftheirhandicap,andovercomesuchhandicapthroughtheir

owneffortandparticipateinsocialactivitiestocontributetothe

society.

本 法 は 、身 体 障 害 者 が そ の 障 害 の 原 因 の 如 何 に か か わ らず 無 差 別 平 等 に 、 国 、

地 方 公 共 団 体 及 び 国 民 か ら保 護 を 受 け 、 自身 の 努 力 に よ って 障 害 を 克 服 して 社

会 活 動 に 参 加 し、 社 会 に 寄 与 す る こ と が で き る よ う に 、 国 、 地 方 公 共 団 体 及 び

国 民 が 援 助 す る こ と を 目 的 とす る 。

MattersDemandedontheBillofPhysicallyHandicapped

Person'sWelfare

本 名 文 任 案 「身 体 障 害 者 福 祉 法 案 に対 す る要 望 事 項 」

Purpose

Thephysicallyhandicappedpersonshallberenderednecessary

assistancebytheState,thelocalpublicbodiesandthepeoplethat

theymay,regardlessofcausesoftheirhandicap,receiveadequate

protectiontoberenderedbytheState,thelocalpublicbodiesand

thepeopleequallyandwithoutdiscrimination,andmayquickly

overcomesuchhandicaptorehabilitatethemselvesandparticipatein

socialactivitiestocontributetothesocietyaccordingtotheextent

oftheirhandicap.(下 線 筆 者)

身 体 障 害 者 は そ の 原 因 の 如 何 に か か わ ら ず 無 差 別 平 等 に 、 国 、 地 方 公 共 団 体
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及び国民か ら十分な保護を受 け、速かにその障害を克服 して更生 し、3程

度 に応 じて社会活動に参加 し、社会に寄与することがで きるよ うに、国、地方

公共団体及 び国民か ら必要な援助を与え られ る(下 線筆者)

TheLawoftheProtectionandRehabilitationforthePhysically

Handicapped

高 木 憲 次 案 「身 体 障 害 者 の た め の 保 護 及 び更 生 法 」

1Allpeopleshallprotectphysicallyhandicappedpersons

す べ て 国 民 は 身 体 障 害 者 を保 護 しな け れ ば な らな い

2TheStateandlocalpublicbodiesshallassumeresponsibilityto

preventphysicalhandicap,andtorehabilitatephysicallyhandicapped

personsinproperinstitutionwhenaccommodationandmedicalcare

areneededfortheirtreatmentandrehabilitation.

国 及 び地 方 公 共 団 体 は 、 身 体 的 障 害 を 予 防 し、 身 体 障 害 者 の 治 療 及 び更 生 の

た め に収 容 及 び療 護 を必 要 とす る場 合 に は 適 当 な施 設 で 更 生 させ る責 任 を負 う

RequestedMattersinContentoftheBillonProtectionand

RehabilitationofthePhysicallyHandicapped

国 立 療 養 所 課 案 「身 体 障 害 者 の保 護 及 び更 生 に関 す る法 案 の 内 容 にっ いて の要

耀 事 項 」

PurposeofthislawisassistancetoberenderdbytheState,the

localpublicbodiesandthepeoplethatanyphysicallyhandicapped

personsmayreceiveprotectionbytheState,thelocalpublicbodies

andthepeopleequallyandwithoutdiscrimination,regardlessof

causesoftheirhandicap,andovercomesuchhandicapthroughtheir

owneffortandparticipateinsocialactivitiestocontributetosociety.

(ltisrequestedtoinsertwordstostresseconomicself-support)

本 法 は 、身 体 障 害 者 が そ の 障 害 の 原 因 の 如 何 に か か わ らず 無 差 別 平 等 に 、国 、

地 方 公 共 団 体 及 び 国 民 か ら保 護 を 受 け 、 自 ら速 か に そ の 障 害 を 克 服 して 社 会 活

動 に'参 加 し、 社 会 に 寄 与 す る こ と が で き る よ う に 、 国 、 地 方 公 共 団 体 及 び 国 民

が 援 助 す る こ と を 目 的 と す る(経 済 的 自 立 を 強 調 す る 文 言 の 挿 入 が 求 め られ

る)
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BillofPhysicallyHandicappedPersonsWelfareLaw

青 木 秀 夫 案 「身 体 障 害 者 福 祉 法 案 」

1.Thislawshallaimtomakeanyofself‐supportandincrease

welfareforphysicallyhandicappedperson,bymakingStateand

localpublicbodiesresponsable,andwiththecooperationofpeople,

forrelieftopersonswhoareinconditiontocallforprotection

becauseofphysicalhandicaps.

本 法 は 、 身 体 的 障 害 の 故 に 保 護 を 必 要 とす る 状 況 に あ る者 に 対 して 、 国 及 び

地 方 公 共 団 体 が 援 護 す る 責 任 を も ち 、 国 民 の 協 力 の 下 に 身 体 障 害 者 を 自 立 さ

せ 、 そ の 福 祉 を 増 進 す る こ と を 目 的 と す る

(英 語 は1949年1月24日PHW記 録 用 覚 書"ConferenceonProposed

PhysicallyHandicappedRehabilitationBill"、 日本 語 は仮 訳)

(6)各 案 をみて気 づ く点 をあげると、まず、すべての案 が、障害者 に対す る治

療 ・保護 ・更生 ・援護 ・援助を行 う主体 と して国及 び地方公共団体を明記 して

いる。 と くに、青木案 や高木案 は、国民 とは別 に国や地方公共団体の責任 を強

調 した表現 とな って いる。既 にみた とお り、成立 した法 に この 旨の規定 はない。

つ ぎに、本名案 に特徴的 なのが、「障害(ハ ンデ ィキ ャ ップ)の 程度 に応 じて」

(寓accordingtotheextentoftheirhandicap)と の文言 であ る。 しか

し、 この文言 の挿入 は、「重大 な障害のため、… 自らの力 で生活で きない者 に対

しては、國が 当然、終生 その能力損失部 分 に対す る補償 を行わね ばな らな いと

いうことを問接的に表明 した もの と解釈 され」るが、重度障害者 に対 しては、す

でに恩給 ・社会保険 ・生活保護法が実施 されて いるので、身体障害者福祉法が

その補償的 な もので あると誤解 され ることは好 ま しくない42)と反対 され、実現

しなか った。

(7)以 上 の分科 会や委員個人の案が、 どのよ うに収敏 され一本化 して い くのか

にっ いては、今 の ところ資料が入手で きないため、不明 であ る。 ただ、 日本政
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府 との折衝 の窓 ロをつ とめ たPHW組 織 リハ ビ リテ ー シ ョン班 班 長F.ミ クラ ウ ツ

と更 生 課長 黒木 との や り と りが 断 片 的 で は あ るが 、 わ か って い る。

その ひ とっ は 、1949(昭 和24)年6月6日 、 ミクラ ウ ヅが 黒木 と会 い、GHQ

経 済 科 学 局 労働 課(EconomicandScientificSection/LaborDivision)

によ る修 正 案(1,3,5,8,9,10,23,24,27,28,29,31,32条)を 伝 え 、黒木 が これ に

合 意 した 。総 則規 定 で あ る第1条 の修正 は、「(身体 障害 者)プ ログ ラ ムに、医学

的 ・社 会 的 な側 面 を盛 り込 む よ うに」 と い う こ とで あ る43)。

ま た、同年7月30日 の ミク ラ ウツ との話 合 いの際 、黒木 は、身体 障害 者福 祉 法

は結 核 や精 神 障害 者 を対 象 と しな い こ と、大 蔵 省 は法 案 が 可 決 さ れ る まで動 け

な い とい って い る こ と、民 主 自由党 が次 期 国会(第6国 会)で 法 案 を通過 させ る

と決 定 した こ と等 を報 告 して い る44)。

(8)日 本 ・GHQ双 方 の関 係 者 に よ って 法 案 の 審議 は重 ね られ た。 日本 か らは、

審議 会 、 労働 ・厚 生 ・文 部 ・運 輸 各 省 の 関係 者 、GHQか らは、経 済 科学 局 労 働

課 ・法 務 局(LegalSection)・ 教 育局(EducationSection)・PHW等 の関

係者 が これ に関 わ った の で あ る。

8月5日 の審 議 会 で は、法 案 の最終 案 にか んす る審 議が 行 わ れ た。最 終 的 な逐

条評 価 を経 た結 果 、一 部 修正 され た(4,15,17,19,23条)も の が政 府提 出法 案 と

して 国 会 に提 出 す る ことが決 定 され た。 以下 の総 則 規 定 にっ いて は、 と くに議

論 な く認 め られ た(資 料[8])45)。
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資 料[8]1949年8月5日 案 総 則 規 定

DRAFTOFLAWFORW肌FAREOFDISA肌EDPERSONS

(Artl.PurposeofthisLaw)

ThisLawshallaimtomaketheStateandLocalPublicBodiesassistthe

RehabilitationofDisabledPersons,givereliefnecessaryfortheir

rehabilitationandseekforthewelfareofDisabledPersons.

(法 の 目 的)

この 法 律 は 、 國 及 び 地 方 公 共 団 体 が 身 体 障 害 者 の 更 生 を援 助 し、 そ の 更 生 の た め に

必 要 な 保 護 を 行 い 、 以 て 身 体 障 害 者 の 福 祉 を 図 る こ とを 目的 とす る。

(Art2.Rehabilitation)

EveryDisabledPersonshallstrivetoovercomehisdisabilitiespositively

andtoparticipateinsocialandeconomicactivitiesasquicklyaspossible

(更 生)

す べ て 身 体 障 害 者 は 、 自 ら進 ん で そ の 障 害 を 克 服 し、 速 や か に 社 会 経 済 活 動 に参 與

す る こ とが で き る よ うに努 め な け れ ば な らな い。

(Art3.ProhibitionofDiscriminativeTreatment)

TheState,LocalPublicBodiesandpeopleshallnotgiveunfavorableand

discriminativetreatmentonDisabledPersonsbecauseoftheirdisabilities.

(差 別 的 取 扱 の 禁 止)

國 、地 方 公 共 団 体 及 び 國 民 は 、身 体 障 害 者 に対 して 、そ の 障 害 の ゆ え を 以 て 、不 利 益

な 差 別 的 取 り扱 い を して は な ら な い。

(英 語 は1949年8月8日PHW記 録 用 覚 書"DraftofProposedLawforWelfareof

PhysicallyHandicappedPersons"、 日本 語 は1949年8月1日 「身 体 障 害 者 福 祉 法 案

第6次 案(社 会 局)46)」)

(9)し か し、審議会 の最終評価 を経 た法案が、そのまま国会 に提 出 されたわ け

で はない。 とい うのは、9月15日 「… 不具者 の世話は地方公共団体 の重要 な固

有事務 と して固有 の財源 によ って行 われ ることが妥当で あ り、国の委 任事務 と

して国の干渉下 に行われ ることは好 ま しくな い」47)というシャウプ勧告の指摘を

受けて4A)、同法案 は、更な る修正 を余儀 な くされ たのであ る。

よ うや く11月22日 にGHQの 承認を得 る ことがで きた法案の総則規定では(資
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料[9])、8月5日 案 に明記 され て い た国 及 び地 方 公共 団 体 の責 務規 定 が1条 か ら

削 除 さ れて い る49)。

資料[9]11月22日GHQ承 認 案 総 則 規 定

DRAFTOFLAWFORW肌FAREOFDISABLEDPERSONS

1(PurposeofthisLaw)

ThisLawshallaimtoassisttherehabilitationofdisabledpersons,give

reliefnecessaryfortheirrehabilitationandseekforthewelfareofDisabled

Persons.

(法 の 目的)

この 法 律 は 、身 体 障 害 者 の 更 生 を 援 助 し、そ の 更 生 の た め に必 要 な 保 護 を行 い 、もっ

て 身 体 障 害 者 の福 祉 を 図 る こ とを 目的 とす る

2(Endeavoursforrehabilitation)

Everydisabledpersonshallmakepositiveendeavourstoovercomehis

disabilitiesandtoparticipateinsocialandeconomicactivitiesasquickly

aspossible.

(更 生 へ の努 力)

す べ て 身 体 障 害者 は 、 自 ら進 ん で そ の 障 害 を克 服 し、 す み や か に社 会 経 済 活 動 に参

与 す る こと が で き る よ うに努 め な け れ ば な らな い 。

3(ProhibitionofDiscriminativeTreatment)

TheStateLocalPublicBodiesandPeopleshallnotgiveunfavorableand

discriminativetreatmenttodisabledpersonsbecauseoftheirdisabilities.

(差 別 的 取 扱 の 禁 止)

国 、地 方 公 共 団 体 及 び 国 民 は 、身 体 障 害 者 に対 して 、そ の 障 害 の ゆ え を もつ て不 当 な

差 別 的取 扱 を して は な らな い。

(英 語 は1949年11月22目PHW記 録 用 覚 書"DraftLegislation,Lawforthe

WelfareofPhysicallyHandicappedPersons"、 日本 語 は1949年 制 定 法)
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(10)身 体障害者福祉法案は第6臨 時国会 に提出 され、全会一致で原案 どお り可

決成立 した。 その前後の経緯 と法案提案理由は、資料[10]と[11]に 示 したとお

りであ るが、国会への法案提 出手続 きにっ いて特記すべ きことが二っ あ る。

第一 は、政府提出法案ではな く議員提 出法案 とされた ことであ る。実際上 は

厚生省が中心 となって法案づ くりを進 めて きたに もかかわ らず議員提 出 とな っ

たのは、施 行予算確保 の問題 や国会か らの要望が あ ったためであ る50)。

第二は、議会 への提 出方法 にっ いて衆 ・参両議員 の厚生委 員長 間で先議争 い

が あった ことであ る。 これ にっ いては、衆議 院提出案 につ いて議決 を行 うかわ

りに合 同審査会 を設 け同会長を参議院厚生委員長(堀 川恭平)が 努 め るという

異例 のかたちで決着をみ たので ある51)。

こう して身体障害者福祉法は、1949年12月26日 に公布、翌年4月1日 よ り施行

された。

資料[10]身 体障害者福祉法成立前後

1949年10月31日

11月22日

11月24日

11月25,26日

11月29日

11月30日

12月1,3日

12月3日

12月26日

1950年4月1日

GHQに 原案提出

GHQ承 認

衆参両議院厚生委員会に付託

両院厚生委員会合同審査会で審議

衆議院厚生運輸委員会連合審査会で審議

衆議院本会議で可決

参議院厚生運輸連合審査会で審議

参議院本会議で可決、成立

公布

施行

(筆者作成)
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資料[11]身 体障害者福祉法提案理由説 明

… 戦後の激動混乱 の中に新憲法が施行され、新 らしい国家の体制の下 に、国民福祉

の諸問題である生活保護法 、児童福祉その他各種の社会保瞼立法等 により、国家は何

人 も健康 に して文化的な生活を享受す ることがで きるように整備 されっっあ ります

が、今 尚惨担なる戦禍や業務上の災害や或 いは又疾病その他によりま して身体 に強度

の障害を負 い、不慮の災難 とはいえ、悲惨な運命に苦 しむ人々は、現在凡そ80万 人を

超えているのであります。かかる人々に対す る福祉立法 といた しま しては、先般制定

されま した、国立光明寮及び身体障害者更生指導所設置法の二っの現行法があるだけ

でありまして、 これ らはいずれ も応急施設の設置法に過 ぎず、いわゆる身体障害者 に

対す る更生援護の根本法は未 だなかつ たのであ ります。たまたま昨年九月ヘ レンケ

ラー女史来朝以来、 これ らの人々の福祉の問題が急激 に国民の要望 と して高まり、政

府当局及び民間諸団体において も、その福祉立法促進の努力が続 けられ、国民の熱烈

なる請願及び陳情 も山積 いた しま した。従って、本院厚生委員会 においては、第一回

国会以来の諸般の事情 も考慮に入れて、その立法の促進に努力いた し、不断の準備を

重ねて参つ たのであります。只今提出いた しま した法案は、本院厚生委員会において

研究の結論を中心と し、各方面の協力を得て、この法案提出の取運びに至つた もので

あ りま して、 いわゆる身体障害者の更生援護に関す る基本を定めるのが、本法案 の骨

子であ ります。即ち、国及び地方公共団体がみずか らの義務 として、身体障害者のた

めに各種の指導、援護、保護を行って、一 日も早 くこれ らの人々をその暗 い憂欝な日常

生活か ら引上 げて、明るい社会活動の世界 に送 り出す ことを目的 とす るものでありま

して、現在並びに将来の社会的、経済的事情か ら見ま して も、早急にこれが制定を必要

とする ものであります。 これが本法案を提出するに至った理由であ ります。

出典)『 参議院厚生委員会議事録』第6号(1949年11月25日)

注

1)身 体障害者福祉法制定 にあた って決定的影響を与えたのは、い うまで もな く連合国

軍 最 高 司 令 官 総 司 令 部(GHQ/SCAP=GeneralHeadQuartersSupreme

CommanderfortheAlliedPowers)の 専 門 部 局 、 公 衆 衛 生 福 祉 局(PHW=

PublicHealthandWelfaresection)で あ る。1945年10月 に 設 立 され たPHW

は、衛生保健状態 の改善 と福祉の増進のための政策の勧告、監視、措置の指令等 を

主 な任 務 と した。PHWは 、C・F・ サ ム ズ局 長 の下 、数 個 の課(Division)か ら

構 成 され るが、福 祉 につ いて は1946年4月 に設 置 され た福祉 課(WelfareDivision)
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が 担 当 した 。

GHQの 占領 管 理機 構 とそ の機 能 に関 して は 、竹 前 ・中 村(1996a,b)参 照 。

2)た とえば 日本 障害 者協 議 会(JD)は 、障 害者 福 祉関 連 三法(身 体 障 害者 福 祉法 、精

神薄 弱者 福祉 法 、精神 保健 福 祉法)を 一元化 す る 「総 合福 祉法 」の構想 を打 ち 出 し、

1996年12月7日 に開 催 され た 「JD新10年 推 進 フ ォーラ ム'96」 で公 表 して い る。

3)対 象 規 定 につ い て は佐 藤(1983)参 照 。

4)本 調 査 に よ る と、1951(昭 和26)年12月25日 現 在 、身体 障 害者 総 数 は64万9,357人 、

うち戦傷 病 者22万6,562人 、一般 身 体 障害 者42万2,795人 で あ り、身体 障 害 者手 帳 の

交 付 を受 け た者 は41万2,671人 で あ る(松 本,1953,p,102)。

5)1948年1月2日CheckSheet"ProgramforPhysicallyHandicapped"(社

会 福 祉 研 究 所,1978,p,91)

6)『 身 体 障害 者 福 祉 法 案 参考 資料 』1949年11月(日 本 社 会 事 業 大 学 木 村 文 庫 所 蔵)

7)佐 野(1952)p,26

8)井 上(1977)参 照

9)村 上(1987)p.167

10)関 係 者 は 「作 った案 をPHWに 持 って い くと、無 差 別平 等 に生活 保 護 法 で や れ ば よ

い で は な いか と切 り返 され て困 った。」(社 会 福 祉研 究 所,1978,p.317)と 当時 を

回 想 して い る。

11)「 傷疲者 対 策が 表面化 して くるの は、1947年7月 以降 で あ る」「1947年9月 以 降 、GHQ

/PHWは 身 体 障害 者 対 策 に 目を 向 け る よ うに な り、 日本 政 府 の 傷 疲者 保 護 対 策 を

消 極 的 な が ら支持 す る よ うに な って いた。」(村 上,1987p.167,194)

12)『 傷 痩 者 保 護 対策 中 央委 員 會 資 料 』福 利 課 主 管(日 本社 会 事 業 大 学 木 村 文 庫 所 蔵)

13)傷 疲 者 保護 対策 中央 委 員 会 第 一 回 会 合 にっ い て は、 田波(1967)p.11以 下 参 照 。

14)傷 疲 者保 護 計 画第4次 案 『傷 疲 者保 護 対 策 中央 委員 會 資料 』福 利 課主 管(日 本社 会

事 業 大 学 木 村 文 庫所 蔵)

15)日 本 社 会 事 業 大 学木 村 文 庫 所 蔵

16)日 本 社 会 事 業 大 学 木 村文 庫 所 蔵

17)「 昭和23年 に入 ると、 ア メ リカの 対 日占領 政策 が 転換 し、 日本 の経 済復 興 を 目指 す

と と もに非 軍 事化 政 策 の緩和 が 図 られ る よ うにな った」(厚 生省50年 史編 集 委員 会,
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1988,p,774)。 「1948年1月 に な る と、前述 の よ うに積 極的 な対 応 を みせ る よ うに

な った。… この ことは 、対 日占領 政 策 が原 理 原 則 論 の みで は 、対 応 しきれ な い状

態 に な って い る ことを認 め ざるを え なか ったか ら と判断 で きる。 一般 生 活困窮 者対

策 と して 確立 した救済 政 策 一SCAPIN775一 は貧 困 とい う経済 的 要 因 に対 して は対応

で きるが 、それ以 外 の要 因 、及 び そ こか ら派 生 した問題 に対 して は、必 ず しも有効

で は な い とい う現 実 を認 め るほ か なか った」(村 上,1987,p.194)

18)1948年1月2日CheckSheet,"ProgramforPhysicallyHandicapped"(社

会 福祉 研 究 所,1978,p.92)

19)「 しか し好 転 して 来 た とは い って もGHQが 当初 反対 して い た事情 な い し理 由 は消

滅 した訳 で はな く、それ か ら も身 障 者 対策 の 案件 は一 件 一件 につ き、GHQ特 にG2

の軍 諜報 部 と連 絡 の あ った リオル ダ ン少佐 の 了解 承認 を得 ね ば な らず 、また その承

認 に もい ろ いろ の条件 が っ い た りな ど して 苦心 は依然 続 いて いた。」(葛 西,1980,

pp.221-222)

20)1946(昭 和21)年3月27日 に設 立 され た 「財 団法 人 協助 会 」 は、傷 疲軍 人 の み で な

く一 般 の産 業 傷疲 者 やその 他 の傷 疲者 を広 く含 めて会 員 と し、会 員 同士 の親 睦 、相

互 扶 助 、福 利 更 生 、心 身 の健 康 回復 、身 上相 談 等 の事 業 を行 うこ とを 目的 とす る団

体 で あ るが 、軍 事 色 を払 拭 した もの で は な か った(黒 木,1958,p.356)。

21)「 大 日本傷 痩 軍 人 会 」 は、傷疲 軍 人 相 互 の修 養 親 睦 の 目的 に1936(昭 和11)年12月

2日 に結 成 され 、1938(昭 和13)年9月16日 に財 団 法 人 とな った。 厚 生 大 臣 、陸軍

及 び海 軍大 臣 が指 導監 督 を し、各都 道 府県 に支部 が設 置 され た。 傷痩 軍人 の身 上相

談 や指 導 を行 な って いた が 、1946(昭 和21)年1月4日 付 覚書 「或 る種 の政 党 、政

治 的 結 社 、協 会及 其 他 団体 の廃 止 の件 」 が 出て 、1946(昭 和21)年2月 に 自発 的 に

解 散 した(社 会 福 祉研 究 所,1990参 照)。

22)1948年3月12日PHW記 録用覚 書"BriefofthePhysicallyHandicappedProgram"

(社 会 福 祉 研 究 所,1978,p.93)

23)1948年3月31日 厚 生 省 社 会 局 長 発PHW福 祉 課 リオ ル ダ ン陸 軍 少 佐 宛 文 書

"R
ehabilitationProgramforthePhysicallyHandicapped"(社 会 福 祉研

究 所,1978,p.98)。

24)「 ど う して も身体 障害者 をや らな けれ ば いか ぬ と言 うと、向 こ うはす ぐ傷 演 軍人 の
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ことを言 うか ら、 こっち は知 らぬ顔 を して 無差別 平 等 に や らな けれ ば いか ん と向 こ

うの言 い方 を使 った。 軍 人で あろ うとだれで あ ろ うとや らなけれ ば いか ぬ だ ろ うと

言 った ら、 そ の とお りだ と。」(社 会 福 祉研 究所,1978,p.292)

25)社 会福 祉研 究所(1978)p.317

26)葛 西(1953)pp.6-7

27)「 新 しい制 度 を 開 始 す る際 に、わ れわ れが 用 いた手 法 は、そ の分 野 で 代 表 的 な優 れ

た人物 を コ ンサ ル タ ン トと して アメ リカか ら 日本 に招 くとい うや り方 で あ った。…

この こ とが 制 度 に対 す る…般 国民 の関 心 と支持 を 喚起 す るの に役 立 った 。」(社 会

福 祉 研 究 所,1978,p.222のPHW局 長C・F・ サ ム ズ の証 言)

28)ヘ レンケ ラ ー来 日の状 況 は 、1948(昭 和23)年8月29。30。31日 、9月1～8日 、13

日、26日 、10月21・24～27、29日 付 の毎 日新 聞 が 報 じて い る。

29)朝 日新 聞1948(昭 和23)年8月31日 「盲人福 祉法 案国会 へ」、岩橋(1962)、 岩橋(1980)

参 照 。

30)松 本(1951)p.21

31)葛 西(1980)pp.214-224

32)黒 木(1958)pp.122-143

33)黒 木(1958)p.370

34)5月23日 、更 生課 長 黒 木利 克 がPHW組 織 リハ ビ リテ ー シ ョン班 班 長 ミクラ ウ ツ と

会 談 した。 そ の席 で 黒木 は本 法施 行 にか か る費用 を19億 円 と試 算 したが 、大蔵 省 が

反 対 す るで あ ろ うと報告 し、 これ に対 し ミクラ ウ ツは この試 算 は現 実 的 で な いので

新 た に 作 り 直 す よ う に と 指 示 し て い る(1949年5月23日PHW記 録 用 覚 書

"C
onferenceonDraftProposedLawforWelfareofPhysicallyHandicapped

Persons")0

35)『 身 体 障 害 者 福 祉 法 案参 考 資料 』1949年11月(日 本 社 会 事 業 大学 木村 文 庫 所 蔵)

36)遠 藤(1951)p.125

37)制 定推 進 委 員 会 発 足以 前 に作 成 され た 「身体 障害 者保 護 法 案 要 綱 」(1948年10月30

日)と 「身体 障害 者福 祉法 案 要綱 」(同 年11月11日)と い う二 つ の 法 案要 綱 が あ る。

保 護 か ら福 祉 へ と法 案 の名称 が 修正 され て い るが 、 どち ら も法 の 目的 を 、「身体 の

機能 が不 自由 な た めに 、生活上 、就 業上 不利 な條 件 に あ る者 に対 して 、國 ま た は地
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方 公 共 團体 が 保 護 、指 導 を與 え る ことに よ って 、その生 活 の 向上 を図 る こ と」 と し

て い る。 いず れ の案 も 日本 社会 事 業 大 学 木 村 文庫 所 蔵 。

38)松 本(1951)p.21

39)田 波(1967)p.430

40)1949年1月24日PHW記 録 用 覚 書"Conferenceonproposedphysically

HandicappedRehabilitationBill"

41)「 この審議 会 は 、厚生 、文部 、労 働 、運 輸等 の関 係 行政 府 の官 吏 また は吏 員 、身 体

障 害者 の更 生 、援護 、医療 その他 の福 祉 に関 す る事 業 に從 事 す る者 等 よ り組織 され

て い る。 この審 議会 は身 体 障害者 に関す る立法 及 びそ の他 身体 障 害者 の更 生指 導 の

計 画 に関 して助 言 を行 い、又各種 の民間身 体 更 生團体 の活動 を調整 す る」(厚 生省 ・

日本 社 会 事 業 専 門 学 校 共 同主 催 現 任 教育 講 習 会 資 料,1949,p.206)

42)松 本(1951)p.33

43)1949年6月8日PHW記 録用 覚書"ProposedLawfortheWelfareofPhysically

Handicappedpersons"

44)1949年8月1日PHW記 録 用 覚 書"DraftofLawforWelfareofDisabled

Persons"

45)1949年8月8日PHW記 録 用 覚 書"DraftofProposedLawfortheWelfare

ofPhysicallyHandicappedPersons"

46)日 本 社 会 事 業 大 学 木 村 文 庫 所 蔵

47)黒 木(1958)p.371

48)も う一 点 、 シ ャ ウ プが 障 害 者 に つ い て 勧 告 した の が 、 「不 具 者(thedisabled)」 の

た め の 所 得 税 の 特 別 控 除 で あ る(松 本,1951,p.158)。

49)1949年11月22日PHW記 録 用 覚 書"DraftLegislation,LawfortheWelfare

ofPhysicallyHandicappedPersons"

50)松 本(1951)p.26

51)東 京 新 聞1950年10月29日 「国 会 で 先 議 争 い 一身 体 障 害 者 福 祉 法 衆 参 両 厚 生 委 員 会 譲

らず 」
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・1948年1月2日Check ,Sheet"ProgramforphysicallyHandicapped"(社 会

福 祉 研 究 所,1978,『 占 領 期 に お け る 社 会 福 祉 資 料 に 関 す る 研 究 報 告 書 』p.91)

・1948年3月12日PHW記 録 用 覚 書"BriefofthePhysicallyHandicappedProgram"

(社 会 福 祉 研 究 所,1978,r占 領 期 に お け る 社 会 福 祉 資 料 に 関 す る 研 究 報 告 書 』p.93)

・1948年3月31日 厚 生 省 社 会 局 長 発PHW福 祉 課 リ オ ル ダ ン 陸 軍 少 佐 宛 文 書

"RehabilitationProgramforthePhysicallyHandicapped"(社 会 福 祉 研 究 所
,

1978,r占 領 期 に お け る社 会 福 祉 資 料 に 関 す る研 究 報 告 書 』p.98)

・1949年1月24日PHW記 録 用 覚 書"ConferenceonProposedPhysicallyHandicapped

RehabilitationBill."

・1949年5月23日PHW記 録 用 覚 書"ConferenceonDraftofProposedLaw

fortheWelfareofPhysicallyHandicappedPersons"

・1949年6月8日PHW記 録 用 覚 書"ProposedLawfortheWelfarePhysically

HandicappedPersons"

・1949年8月1日PHW記 録 用 覚 書"DraftofLawWelfareofDisabledPersons"

・1949年8月8日PHW記 録 用 覚 書"DraftofProposedLawforWelfarePhysically



身体障害者福祉法の制定過程 71

HandicappedPersons"

・1949年11月22日PHW記 録 用 覚 書"DraftLegislation ,LawforWelfareof

PhysicallyHandicappedPersons"
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・毎 日新 聞1948年8月31日

・東 京 新 聞1950年10月29日


